
【事例】 ⇒

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

1 2 3 4 5 6 7

〔医療保険〕
訪問看護

〔医療保険〕
訪問看護

介護保険

要介護等認定

新規申請日

〔医療保険〕
訪問看護

訪問診療

介護支援専門員

●居宅介護支援にお

ける契約締結

●アセスメントの実

施

8 9 10 11 12 13 14

〔医療保険〕
訪問看護

〔医療保険〕
訪問看護

介護支援専門員

●サービス担当

者会議の開催

〔医療保険〕
訪問看護

介護支援専門員

●居宅サービス計画を主

治の医師・訪問看護等の

サービス担当者に交付

訪問看護ステーション

●訪問看護計画書の作成

と利用者への同意

15 16 17 18 19 20 21

〔介護保険〕
訪問看護

〔介護保険〕
訪問看護

〔介護保険〕
訪問看護

居宅療養管理指導

介護保険　要介護等認定新規申請後の医療保険と介護保険の適用の考え方
令和8年4月作成_高齢者あんしん課　介護認定係

〔介護保険　要介護等認定申請前〕 〔介護保険　要介護等認定申請後〕

訪問診療　　　　　　　 居宅療養管理指導（医師）

〔医療保険〕訪問看護　 〔介護保険〕訪問看護

福祉用具貸与

〔サービス利用〕

介護支援専門員

●主治の医師等の意

見聴取

訪問看護、通所リハ

ビリテーション等の

医療サービスの利用

を希望している場合

その他必要な場合に

は、利用者の同意を

得て主治の医師等の

意見を求めなければ

ならない。

〔介護保険〕訪問看護

●訪問看護計画書は、居宅サービス計

画に沿って作成されなければならない。

【　結　論　】

〔医療保険〕訪問看護と訪問診療を利用中の方が、『介護保険　要

介護等認定"新規"申請』をした場合は、ケアマネジメントの一連の

流れ（アセスメント⇒ケアプラン原案作成⇒サービス担当者会議）

を終えた後から、〔介護保険〕訪問看護と居宅療養管理指導（医師

等）の算定となる。

医師・歯科医師の居宅療養管理指導について

 ＜老企第３６号 第２の６（２） （抜粋）＞

➀ 算定内容

 　主治の医師及び歯科医師の行う居宅療養管理指導については、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学

的管理に基づき、指定居宅介護支援事業者（指定居宅介護支援事業所に属し、利用者に居宅介護支援を行う介

護支援専門員。以下この項において「ケアマネジャー」という。）等に対する介護サービス計画（以下この項

において「ケアプラン」という。）の策定等に必要な情報提供並びに利用者若しくはその家族等に対する介護

サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に算定する。

　なお、当該医師が当該月に医療保険において、「在宅時医学総合管理料」を当該利用者について算定した場

合には、当該医師に限り居宅療養管理指導費(Ⅱ)を算定する。

➁ 「情報提供」及び「指導又は助言」の方法

ア　ケアマネジャー等に対する情報提供の方法

　ケアプランの策定等に必要な情報提供は、サービス担当者会議への参加により行うことを基本とする（必ず

しも文書等による必要はない。）。

　当該会議への参加が困難な場合やサービス担当者会議が開催されない場合等においては、下記の「情報提供

すべき事項」（薬局薬剤師に情報提供する場合は、診療状況を示す文書等の内容も含む。）について、原則と

して、文書等（メール、ＦＡＸ等でも可）により、ケアマネジャー等に対して情報提供を行うことで足りるも

のとする。

　なお、サービス担当者会議等への参加により情報提供を行った場合については、その情報提供の要点を記載

すること。当該記載については、医療保険の診療録に記載することは差し支えないが、下線又は枠で囲う等に

より、他の記載と区別できるようにすること。

　また、文書等により情報提供を行った場合については、当該文書等の写しを診療録に添付する等により保存

すること。

（情報提供すべき事項）

　(a)基本情報（医療機関名、住所、連絡先、医師・歯科医師氏名、利用者の氏名、生年月日、性別、住所、連

絡先等）

　(b) 利用者の病状、経過等

　(c) 介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等

　(d) 利用者の日常生活上の留意事項

　※ 上記に係る情報提供については、医科診療報酬点数表における診療情報提供料に定める様式を活用して行

うこともできることとする。

介護保険・医療保険　訪問看護業務の手引き（令和６年６月版）社会保険研究所

第２　要介護・要支援の認定

１　申請から認定まで

（３）認定日前や申請日前のサービス

　要介護認定・要支援認定の効力は、申請日にさかのぼりますので、申請日から認

定日までの間でも（暫定サービス計画を策定して）、介護保険のサービスと現物給

付が受けられます（居宅介護サービス費等）

＜中　略＞

＜暫定サービス計画にもとづくサービス＞

　要介護認定等を申請した認定前の被保険者は、市町村に届出のうえで、居宅介護

支援事業者・介護予防支援事業者に暫定サービス計画を作成してもらい（または自

ら作成し）、それにもとづきサービスを利用できます。そして、要介護状態区分・

要支援状態区分の確定後にサービス計画を作成し直します。

　仮に、認定の結果として、「自立」とされた場合や、給付対象とならないサービ

ス利用があった（例えば、認定された要介護度が暫定サービス計画で想定したもの

よりも低かったために支給限度額を超えた）場合には、被保険者は原則として、そ

の分の費用を全額支払うことが必要となります。

サービス担当者会議に、医師・歯科医師等が出席できない場合は、

「情報提供すべき事項」（薬局薬剤師に情報提供する場合は、診療状

況を示す文書等の内容も含む。）を原則、文書等（メール、ＦＡＸ等で

も可）により、介護支援専門員は医師・歯科医師から受け取ってくださ

い。


